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I. 調査概要 

1）背景と目的 

淡水魚類は地域固有性が高く、地域の生物多様性の保全上重要な生物群である。しかし、人為

的な環境改変に脆弱であるため、その多くが絶滅の危機に瀕している。また、放流や種苗への混

入等によって国外もしくは国内から意図的・非意図的に導入された外来種の問題が顕著であり、

それらの侵入や在来群集の変化を監視する必要性が高い。とりわけ、オオクチバスやブルーギル

等の特定外来生物による生態系への影響は社会的な問題として認識されている。また、メダカや

ドジョウ等は、多くの人々が見聞きした経験を持つ親しみのある水辺の生物である。このように、

淡水魚類は一般の人々にも認知度の高い水生生物であり、湿地における生物多様性の現状を広く

周知する意味でも重要な生物群である。 
湖沼は捕食者によるトップダウンコントロールの影響を強く受ける性質をもち、魚類は湖沼生

物群集の上位捕食者として湖沼生態系に大きな影響を及ぼすと考えられている。そのため、魚類

相の変化をモニタリングすることで湖沼環境の変化をある程度把握することができる。 
そこで、モニタリングサイト 1000（湖沼）の淡水魚類調査では、湖沼の沿岸水域や周辺水域に

おける魚類相の変化をモニタリングし、絶滅危惧種の生息状況や外来種の侵入状況等を通して湖

沼の生物多様性の概況把握やその変化を捉えることを目指す。 
 
 

2）調査対象（淡水魚類とは） 

淡水域は、時に海水域と連続的に接しているため、通常海産魚と考えられている種類が捕獲さ

れる場合も少なくない。そのため“淡水魚類”を明確に定義することは難しい。 
淡水魚類は、淡水域の利用方法や回遊様式等、生活史の多様性に応じて、一般に純淡水魚、通

し回遊魚、周縁性淡水魚の 3 つに区分される（水野・後藤 1987）。純淡水魚は一生を淡水域のみ

で過ごす種類を指す。さらに、純淡水魚の中には塩分に対する耐性を持たない一次的淡水魚、塩

分耐性を持つ二次的淡水魚、後述する回遊型の一部が環境に適応して陸封された陸封性淡水魚の

3 つに分ける場合もある。次に、通し回遊魚は生活史の一部を海域で過ごす種類で、川で成長し海

で産卵する降河回遊魚、海で成長し川で産卵する遡河回遊魚、川で孵化した仔魚が海に下り稚魚

になると再び川に遡上して成長したのち産卵する両側回遊魚の 3 つに細分される。周縁性淡水魚

は、本来は海産魚や汽水魚とされる種類が、淡水域に侵入する種類を示す。 
本調査では、原則として調査で採集されるこれら全ての魚類を対象とする。 
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表. 淡水魚類の類型 

類型 生活史 該当種の例 

純淡水魚 一次的淡水魚 一生を淡水域で生活し、海水中

では生存できない魚 

コイ、ナマズ、ドジョウ等 

二次的淡水魚 一生を淡水域で生活するが、海

でも生存可能な魚 

メダカ類、カダヤシ、ティラ

ピア等 

陸封性淡水魚 通し回遊魚のグループの一部が

陸封され、淡水域で一生を過ご

す魚 

カワヨシノボリ、ハナカジ

カ、エゾトミヨ等 

通し回遊魚 降河回遊魚 生活環の大部分を淡水域で生

活し、産卵のため川を下り海へ

降下する魚 

ウナギ類、ヤマノカミ、カマ

キリ等 

遡河回遊魚 生活環のほとんどの時期を海で

生活し、産卵のために海から川

へ遡上する魚 

ワカサギ、サケ、マルタ等 

両側回遊魚 海から川への遡上が産卵のた

めではなく生活環のある一定の

発育段階におこり、生活環のほ

とんどの期間を川で生活する魚 

シマヨシノボリ、アユ、エゾ

ハナカジカ等 

周縁性淡水魚 汽水性淡水魚 元来は海産魚だが河口の汽水

域で生活する魚 

チカ、マハゼ、ヌマガレイ等 

偶来性淡水魚 元来は海産魚だが一時的に淡

水域に侵入する魚 

ボラ、スズキ、クロダイ等 

（水野・後藤 1987 を引用・一部改変） 

 

 

3）調査サイトの設定 

本調査では、原則として調査対象湖沼又は湖沼群の沿岸部に 1 箇所の調査地を設定し、これを

調査サイトと呼ぶ。ただし、調査日程やコストに余裕があり、多様なハビタットや接続する河川

等の重要性が確認される場合には、周辺水域等も含めて 2 箇所以上の調査サイトを設定してもよ

い。 
大型湖沼や湖沼群を調査対象湖沼とする場合には、調査地の場所がサイト名から概ね判断でき

るようサイトの名称をつける。（例：西浦古渡サイト、北浦爪木サイト） 
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II. 事前準備 

1）許認可申請 

 調査の実施や生物採取に当たり、各種の許認可申請手続きを事前に済ませておく。許可を得

るには数ヶ月の申請日数が必要な場合があるため早めに準備を行う。 
 自然公園法、自然環境保全法、鳥獣保護法、種の保存法、外来生物法、文化財保護法、水産資

源保護法、漁業調整規則等の諸法令の許可申請が必要かどうかを事前に確認し、必要な場合

は申請し承認を得る。 
 調査対象湖沼に漁業協同組合がある場合は連絡を入れ、調査許可を適宜得る。なお、都道府

県の特別採捕許可を申請する場合には、当該地域の漁協の同意書が必要である。 
 通常、湖沼では内水面漁業調整規則の第五種共同漁業権が適用されるが、琵琶湖及び霞ヶ浦

については海区漁業調整規則によって水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止

区域、禁止期間、魚種毎の大きさの制限等が決められている。 
 魚類については、調査時期や採集方法によっては採捕許可等が必要な場合がある。事前に漁

業協同組合や都道府県に確認し、必要な対応を行う。また、市町村単位の環境条例等によっ

て、調査場所、漁具漁法が制限されている場合があるため、事前に確認が必要である。 
 調査の際は、関連する許可証等を携帯し、調査中であることがわかるように、旗や腕章等を

表示する。 
 外来生物法で特定外来生物に指定されている種については、飼養、運搬等が規制されている

ため、捕獲後は致死的処置を行う等、外来生物法等に基づき適切に取り扱う。また、自治体

によっては条例で外来種の再放流が禁止されている場合があるため事前に確認しておく。そ

の場合、地域条例等に基づき適切に処置を行う。 
 
 
【参考文献】 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 (2014) オオクチバス等の防除の手引き（改訂

版）. https://www.env.go.jp/nature/intro/4control/files/manual_bass.pdf 
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表. 事前調整が必要な関係法令等 

法令等 関係省庁等 参考情報 URL 

自然公園法 
環境省 

http://www.env.go.jp/park/ 

e-Gov 法令検索リンク 

自然環境保全法 
環境省 

http://www.env.go.jp/nature/hozen/index.html 

e-Gov 法令検索リンク 

鳥獣保護法 
環境省 

https://www.env.go.jp/nature/choju/index.html 

e-Gov 法令検索リンク 

種の保存法 
環境省 

https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html 

e-Gov 法令検索リンク 

外来生物法 
環境省 

https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html 

e-Gov 法令検索リンク 

文化財保護法 
文化庁 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/ 

e-Gov 法令検索リンク 

漁業法 
農林水産省 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/gyo_hou/index.html 

e-Gov 法令検索リンク 

水産資源保護法 
農林水産省 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/hogo_hou/index.html 

e-Gov 法令検索リンク 

都道府県・市町村

等自治体の条例 

（文化財保護条例・

環境保全条例等） 

都道府県・ 

市町村 
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2）安全管理 

危険の予測と対策 

調査の実施にあたって、現場での危機を予防し、または遭遇した際に迅速な対応を行えるよう、

調査責任者ならびに現場での担当者は、野外で発生しうる危機について事前に把握しておく必要

がある。以下に、野外調査において想定される主な危険と安全対策を示す（次ページの参考情報

に示した文献等も参照することが望ましい）。 
 
表．野外調査において想定される主な危険と安全対策 

危険項目 想定される状況 安全対策 

地形条件 ・ 落石 

・ 岩場で転倒する。 

・ 急深な湖岸等で足を滑らせる。 

・ 泥地に埋まり、抜け出せなくなる。 

 

・ できるだけ崖には近づかない。 

・ 基本的に、ゆっくり足場を確認して歩く。 

・ 転倒した際の怪我を最小限にとどめるよう、身体を保

護する衣類（手袋、長袖等）を着用する。 

・ 可能な限り、事前に湖辺の地形を把握する。 

・ 厚手の靴下を重ね履きしてから胴長や長靴を履き、

密着性を高める工夫をすることで、泥地でも歩きやす

く、埋まっても抜けやすくなる。 

天候 ・ 局所的な気象変化 

－ 落雷 

－ 大雨：河川が増水し、湖沼に注ぐ

河口での調査に危険を及ぼす。 

－ 濃霧および暴風：湖内でのボー

ト調査中に帰港できなくなる。 

・ 事前に調査予定日の天候について必ず確認を行う。 

・ 局地的な気象変化にも対応できるよう、リアルタイム

での気象情報にも留意する。 

・ 特に落雷の兆候（雨雲が接近してあたりが暗くなる、

雷鳴が聞こえる等）が認められた際は、速やかに作

業を中断し、周囲にある頑丈な建物や車の中等へ退

避する。周囲に避難場所がない場合は、姿勢を低く

保ち水辺から退避する。 

・ 天候の状況が悪いと判断される場合は、無理に調査

を実施せず、日程変更について検討する。 

熱中症 ・ 大量の発汗 

・ めまい 

・ 頭痛 

・ 倦怠感 

・ 手足のしびれ 

・ けいれん 

・ 吐き気 

・ 嘔吐   等の症状が認められる。 

・ 調査者全員が十分に水分補給できる量の水やスポ

ーツドリンク等を準備する。 

・ 日差しを遮る帽子等を着用し、こまめな水分補給と適

度な休息を心がける。 

・ 熱中症が疑われる場合は速やかに作業を中断し、涼

しい場所に移動する。首筋、脇の下、脚の付け根を冷

やす処置と同時に水分補給を行い安静にする。重度

と判断される場合は速やかに救急車を呼ぶ。 

低体温症 ・ 唇の色が悪い 

・ 震える 

・ 頻尿 

・ 思考錯乱 

・ 軽い言語障害   

等の症状が認められる。 

・ 適度な休息や暖をとったり、食事や水分を適切に補

給する。 

・ 低体温症が疑われる場合は救急車を呼ぶ等、迅速

に医療機関へ搬送する。 

危険生物 ・ 大型哺乳類（クマ、イノシシ等） 

・ 毒ヘビ（マムシ、ヤマカガシ等） 

・ 有毒昆虫（スズメバチ、アブ、毒蛾

の毛虫等） 

・ 吸血動物（マダニ、ヤマビル、ヌマ

ビル等） 

・ 有毒植物（ツタウルシ、ヤマウルシ

等） 

等の生物。 

・ 調査地周辺で遭遇する可能性のある危険生物の情

報および、事故が生じた際の対処方法について事前

に確認しておく。 

・ 危険生物の疑いのある生物をむやみに触らない。 

・ 毒ヘビ等に噛まれた場合には、直ちに医療機関へ搬

送する。 
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調査前に確認しておくべき事項 

 気象条件 
 天候等の確認を行う。気象庁のホームページ等から検索できる。 
 局地的な気象変化にも対応できるよう、リアルタイムの気象情報にも留意する。 

 危険生物 
 調査地周辺で遭遇する可能性のある危険生物の情報および、事故が生じた際の対処方

法を確認する（参考情報を参照）。 
 医療機関 

 調査地近隣の医療機関の情報（電話番号、住所）等を確認しておく。 
 避難場所 

 調査者全員で調査地にもっとも近い避難場所とその経路を地図で確認する。 
 トイレやコンビニ 

 利用できるトイレや調査地からもっとも近いコンビニ等の位置を、営業時間とともに

確認しておくとよい。 
 交通機関 

 調査地までの交通機関と最寄り駅、バス停等の時刻表を確認する。 
 

調査時の服装等 

帽子・長袖・胴長・軍手等、怪我や日焼けを防ぐために肌が露出しないような服装を心がけ

る。胴長を着用する場合、転倒等により胴長に水が入ると溺れる危険性もあるため、ライフジ

ャケットを着用し、十分に注意する。 
 

参考情報 

 野外調査の安全マニュアル等 
 野外調査の安全マニュアル案（日本生態学会 野外安全管理委員会 編） 

http://www.esj.ne.jp/safety/manual/ 
 野外における危険な生物（日本自然保護協会 編）. 300 ページ. 平凡社, 東京. 1994 
 海の危険生物ガイドブック（山本典暎 著）. 123 ページ. 阪急コミュニケーションズ, 
東京. 2004 

 あぶないいきもの－野外の危険動物、全ご紹介。（今泉忠明 著）. 63 ページ. 自由国民

社, 東京. 2006 
 全国救命救急センターの情報 

 全国救命救急センター一覧（日本救急医学会ホームページ） 
http://www.jaam.jp/html/shisetsu/qq-center.htm 
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III. 調査の実施 

現地調査は、定置網、投網、タモ網を用いた捕獲による確認を基本とし、当該サイトの魚類相

を可能な限り把握する。また、当該サイトにおける既往調査で希少種、指標種、外来種等、モニ

タリングを行う上で重要と考えられる種が確認されている場合には、それらの生息の可能性を念

頭に置いて調査を行う。 
本調査は、湖辺の定点において長期的に淡水魚類相の変化を追跡することを目的としているた

め、同じ場所では継続的に同じ方法で調査を続けることが望ましい。しかし、サイト間で必ずし

も規格を統一する必要はなく、各サイトの継続性を考慮して使用する漁具の規格等を適宜変更し

てもよい。 
調査の実施に当たっては、事故防止に努めるとともに、環境や生物にできるだけ影響を与えな

いよう十分配慮して作業を行う。調査で得られた生物は、一部の証拠標本用サンプルを除き、原

則として作業終了後に採集場所に放流する。特に希少種や特定外来生物の取り扱いには十分配慮

して調査を実施する。 

 

 

1）調査頻度 

各サイトの調査は、原則として 5 年に一度の頻度で実施する。一度の調査実施年度には 2 回（一

年の内の 2 シーズン）調査を実施する。 

 

 

2）実施時期 

各サイトでは、初夏から秋頃にかけて 2 回（一年の内の 2 シーズン）調査を実施する。調査時

期は、魚類がよく移動する産卵期前と当歳魚が確認される加入時期に設定する。ただし、冬季に

特徴的な動態を示す魚種や湖内に入ってくる魚種が生息するような場合は、調査時期の設定を適

宜検討する。 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

  

一回目（産卵前の移動期） 

 

二回目（当歳魚の加入期） 

  

＊調査時期は各地域の気候に応じた魚類の生態や生活史の差異も加味して設定する。 

 

3）調査体制 

現地調査は、1 回調査当たり 6 人日（3 名×2 日）で実施する。そのため 5 年に一度実施する各

サイトの調査は原則として 12 人日程度（2 回調査）で実施する。ただし、新規にサイトを設置す

る場合には 1～2 名を加えて作業を行う。 
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4）調査道具 

 
✓ 品目 数量 備考 

□ マニュアル 1 部 サイト代表者が携行 

□ 許可証、保険証書等の写し 1 セット サイト代表者が携行 

□ 緊急連絡先リスト 1 部 サイト代表者が携行 

□ 地図、地形図等 1 部 サイト代表者が携行 

□ 調査旗と腕章 適宜 サイト代表者が携行 

□ 過去の調査データ 1 部 サイト代表者が携行 

□ デジタルカメラ 1 台 
 

□ GPS 1 台 
 

□ 野帳 各自 
 

□ 

□ 

胴長（ウェーダー）又はウエットスーツ 

ライフジャケット 

各自 

人数分 

胴長とライフジャケットは併用することが望

ましい 

□ 定置網 3 張  

□ 投網（目合の異なる 2 種類） 2 枚  

□ タモ網 2 個  

□ ゴムボート（1～2 人乗り） 1 艇 現地でボートの借用が不可な場合 

□ バケツ 3 個 
 

□ エアレーション 3 個  

□ バット（2～3 サイズ） 各 5 枚 
 

□ ポータブル電気伝導率・pH 計 1 台  

□ アルミスケール 6 個  

□ 電子はかり（大・中・小） 各 1 台  

□ サンプル瓶（500mL、1L） 各 5 個  

□ ねじ口瓶（SV-30） 1 ケース  

□ 固定用エタノール 2L  

□ 麻酔薬（フェノキシエタノール等） 100ml  

□ チャック付きビニール袋 適宜 
 

□ 鉛筆 適宜 
 

□ はさみ 1 本 
 

□ マジックペン 2 本 
 

□ ビニールテープ 2 本  

□ 耐水紙（A4 サイズ） 5 枚 適宜カットして仮ラベルとする 

□ ピンセット 2 本  

□ 雨具（調査者用） 各自 
 

□ 雨具（調査道具用ビニール袋） 各自  
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5）調査内容 

本調査では、定置網による淡水魚類等の捕獲を必須の定量調査として実施する。また、調査サ

イトの魚類相を可能な限り把握するため、投網とタモ網を用いた任意の補完調査を適宜実施する。

さらに、周辺景観の経時的変化を追跡するため定点から一定方向の景観を画像として記録する。 
 

調査項目 目的 

定量調査 定置網を用いて淡水魚類等の量的・質的変化を把握する 

補完調査 
定置網では捕獲しにくい魚種を投網とタモ網を用いて採集し、質的に

定量調査のデータを補完する 

定点撮影調査 湖辺植生や地形の景観を定点から撮影して変遷を記録する 

 

 
定置網による捕獲 

定置網は稚魚から成魚に至る魚類全般の捕獲に適している。また、適切に設置することで投網

やタモ網にくらべ調査者の技量による差が生じにくく、遊泳魚、底生魚、夜行性魚まで幅広い魚

種の捕獲が可能である。そのため、広域的かつ長期的モニタリングに適した方法である。 
設置場所は、定置網を固定できる水深で、重しや杭等で固定できる場所を選ぶ。袖網は必ず湖

底と隙間がないように設置し、原則として魚類の通り道となるような場所に設置する。なお、定

置網の設置には当該地域の漁業協同組合の同意並びに都道府県の特別採捕許可が必要になる場合

が多いため、事前に十分な調整が必要である。以下に、本調査で使用する基本的な規格を示す。 
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【努力量の目安】 
原則として夕方に設置し、翌朝に回収する 1 晩がけとする。1 回の調査では 3 張分のデータ（繰

り返しデータ）を取得する。 
 
＜繰り返しデータの考え方＞ 

本調査では繰り返しデータを 3 回取る方針とするが、その取り方は各サイトに合わせた方法を用

いる。例えば、繰り返しを取る方法は、①調査範囲内に互いに影響しない程度の距離を空けて定置

網を 3 張設置する場合、②同じ場所に定置網を 1 張のみ設置し 3 回繰り返し回収を行う場合等が

ある。 

 
 

【対象魚種】 
・ 魚類全般 
・ 特にカジカ類、ナマズ類、ウナギ類等の夜行性底生魚類 

 
 

投網による捕獲 

投網は浅瀬等の開けた場所にいる魚類の捕獲に有効である。水深の深い場所では網が沈む前に

魚が逃げてしまい、捕獲効果が落ちる。また、障害物が多く投網が引っかかりやすい場所や投網

を打つ十分な広さがない場所では使いにくい。狙った範囲に広く網を投げて魚類を捕獲するため

には、熟練した技術が必要になるため、調査者の技量によって捕獲成果が大きく異なる方法であ

る。投網を使用する際には、定置網と同様に当該地域の関係機関と事前に十分調整する。 
打ち網は、湖岸や水の中を歩きながら網を打つ「徒打ち」を基本とする。警戒心の強い魚種の

場合、1 投すると散ってしまうことが多いため、時間の間隔を空けて打ち網する等の配慮が必要

である。また、なるべく一箇所に集中しないように、適宜距離を空けて打ち網する。なお、タモ

網による採集と組み合わせて実施する場合には、先に投網を打ってからタモ網による採集を行う。

以下に、本調査で使用する基本的な規格を示す。 
 

  

 大型魚用 小型魚用 

号数 1 上 0.8/ 1 

目合 14 節/ 

12 mm 

30 節/ 

5 mm 

目数 800 目 2000 目 

裾周り 17.1 m 18.7 m 

網丈尺 11.5 12.5 

クサリ 3.5 kg 4.8 kg 
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【努力量の目安】 
さまざまな大きさの魚種を捕獲できるように、原則として目合 14 節/ 12 mm 及び 30 節/ 5 mm の

2 種類の投網を用いる。ただし、生息する魚種や水深等の状況に合わせて、別の目合のものを使用

しても構わない。投網の打ち数は、それぞれの目合で 10 回ずつ、計 20 回程度とする。調査実施

時には、必ず目合等の網の規格と打ち網回数及び時間を記録する。 
 

【対象魚種】 
・ アユ、ウグイ、オイカワ等遊泳魚全般 
・ 底生魚のうち、カマツカ等の大型の魚種 

 
 

タモ網による捕獲 

タモ網は湖岸植物帯、沈水植物帯、湖底の石の下、砂や泥に潜る比較的小さな魚類の捕獲に有

効である。一般に、タモ網による捕獲では多くの種類を確認することが可能で、魚類相の把握に

不可欠な調査方法である。また、稚魚の捕獲にも適している。タモ網は簡便な手法ではあるが、

魚類の生態等を熟知していないと十分な成果は得られない。そのため、事前に捕獲する必要があ

る魚種を想定し、生態等の特徴を調べた後に調査を行う方が効率的である。なお、投網と併用す

る場合は、投網による採集が終了してから実施する。 
使用する際には、タモ網を湖底や湖岸に対して隙間がないように固定して、足で踏みながら追

い込むようにする。植物帯等でオーバーハングしている場所では、できるだけ奥までタモ網を入

れるようにする。また、浮き石や構造物の下部に潜む魚類を採集する場合にはタモ網を近づけて

セットし、反対側から網に魚を追い込むようにする。砂泥底の場合は、泥や砂を表面から数 cm の

厚さで剥ぎ取り、泥や砂の中の魚をよく探すようにするとよい。以下に、本調査で使用する基本

的な規格を示す。 
 

 

 君塚式 

前幅 35 cm 

深さ 40 cm 

網目 1 mm 

全長 1.2 m 
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【努力量の目安】 
原則として 1 人×30～60 分程度を目安とする。調査実施時には、必ず口径や努力量（時間）を

記録する。 
 
【対象魚種】 

・ ヤツメウナギ科、コイ科、ドジョウ科、ハゼ科等の小型魚種 
・ 稚魚全般 
 

 
定点撮影 

湖沼に生息する魚類にとって、湖岸の形状や植生帯の有無は、生息環境として重要な要因とな

る。そこで本調査では、湖岸周辺の地形変化や植生帯の消失等を簡便な方法で長期的に把握する

ため、定点を設置して景観を撮影する。 
 

 
 
【定点の選定基準】 

・ サイトの湖辺植生や地形を代表するような景観である。 
・ アクセスが比較的容易である（例：徒歩で行ける。足場が安定している）。 
・ 撮影地点に継続性がある（例：桟橋等は避ける。岩場等が良い）。 

 
【方法】 

・ 選定は基本的に初年度に行い、最低 1 箇所設定する。 
・ 定点の緯度経度と撮影方向を記録する（WGS84，小数点以下 4 桁）。 
・ 緯度経度と過年度の写真を参考に、できる限り同一の画角で撮影を行う。 
・ 必ずランドマークを入れて撮影する。 
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採集の手順 

 

一
日
目 

① 投網・タモ網による採集 

 
 

 

 30 分から 1 時間程度実施する 
 開始・終了時間、人数を記録する 
 投網の打ち数を記録する 
 先に投網を打ってからタモ網による

採集を行う 

   

②定置網の設置 

 

 設置時間を記録する 
 設置場所の位置情報を記録する 
 袋網の先端をしっかりと縛る 
 園芸用支柱 3 本を十分な深さまで湖

底に差し込み、袖網と袋網の先端を

結びつける 

   

③サンプル処理（投網・タモ網） 

 

 種毎に個体数、最大・最小体長を計

測する 
 全個体の写真を撮影する 
 「サンプル処理の手順」を参照（p.13） 
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二
日
目 

④定置網の回収 

 
 

 

 回収時間を記録する 
 網毎に採集物を分けて作業を行う 

   

⑤サンプル処理（定置網） 

 

 種毎に個体数、最大・最小体長を計

測する 
 全個体の写真を撮影する 
 「サンプル処理の手順」を参照（p.13） 

 
※原則として、作業終了後に在来種は採集場所に放流し、外来種については法令等に従い適切に

取り扱う。 
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IV. データの取得 

定置網を用いた定量調査のデータは出現種の個体数比や湿重量比が算出できるようデータを取

得する。採集個体数が少ない場合は、全数計測によりデータを取得するが、多量に採集された場

合には、サブサンプルからデータを算出し全体量に換算してもよく、算出方法は制限しない。生

かして放流が可能な場合には、各種データの計測作業等は個体にダメージを与えないようなるべ

く迅速に行う。 

 

1）サンプル処理の手順 

① 種毎にソーティング・個体数の計数 

 

↓ 

 ③ 最大・最小体長の計測※ 

 

↓ 

② 種毎に写真撮影 

 

 

 ④ 種毎の湿重量の計量 

 

↓ 

  
標本の作製 

※体長－湿重量の回帰式を作成する目的で、各個体の体長と湿重量の計測を実施する場合がある。 
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2）取得情報一覧 

以下に、本調査で取得する情報の一覧を示す。 

カテゴリ 項目 留意点 ✓ 

生物情報 種名 ・ 種まで同定できない場合は属又は科で記録する。 

・ 原則として、「増補改訂 日本の淡水魚」等に準じ

る。 

□ 

各種の個体数及び 

個体数比 

・ 可能な限り各種の全個体数を計数する。採集量が

多い場合は、サブサンプルから換算してもよい。 

・ サブサンプルから個体数を算出する場合、個体数

の少ない種類（レア種）はサブサンプルに含まれな

い可能性が高いため、全サンプルに含まれるレア

種ついても確認する必要がある。 

□ 

各種の総湿重量及び 

湿重量比 

・ 可能な限り各種の総湿重量を計量する。採集量が

多い場合は、サブサンプルから換算してもよい。 

・ サブサンプルから湿重量を算出する場合、個体数

の少ない種類（レア種）はサブサンプルに含まれな

い可能性が高いため、全サンプルに含まれるレア

種ついても確認する必要がある。 

・ 各種の湿重量はザルで水気を切って計量する。 

・ 体長から湿重量を推定してもよい。 

・ 湿重量の計測や推定には様々な方法があるため、

各調査の状況に合わせて算出する（p.17 参照）。 

□ 

各種の最大・最小体長 ・ 全サンプル又はサブサンプル中の各種の最大・最

小体長を測定する。 

・ 体長は標準体長とし、上顎の先端から尾鰭基底ま

での長さとする。 

 

□ 

標準体長



湖沼：淡水魚類調査マニュアル 
 

17 
 

カテゴリ 項目 留意点 ✓ 

証拠標本 ・ 1 種につき 1 個体以上の標本を作製する。 

・ 標本の種類は、全体標本（ホルマリン固定）、組織

標本（アルコール固定）、写真等がある（p.18 参

照）。 

□ 

写真情報 全個体の証拠 ・ 写真撮影は必ず種毎に分けてから実施する。 

・ バットに水を薄く張り、スケールを入れて重ならな

いように並べた状態にする。 

・ 明るい場所でフラッシュをたいて撮影する。 

・ 個体数が多い場合は複数回に分けて撮影する。 

・ サブサンプルを用いた場合は、サブサンプルの個

体のみでもよい。 

 

□ 

確認生物 ・ 生態写真、標本写真のどちらでもよい。 

・ スケールを含めて撮影する。 

・ 証拠標本として写真を撮影する場合には、可能で

あれば鰭立てをして撮影するとよい。 

 

□ 
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カテゴリ 項目 留意点 ✓ 

調査実施風景 ・ 定置網の設置状況や採集風景を撮影する。 

 

□ 

調査地の定点景観 ・ 初年度に決めた定点から同じ方向の景観を毎回撮

影する。 

・ 必ずランドマークとなるものを入れて撮影する。 

 

□ 

環境情報 水温 ・ 定置網設置場所の近傍で取得する。 

・ 定置網設置時に取得する。 

□ 

電気伝導度 ・ 定置網設置場所の近傍で取得する。 

・ 定置網設置時に取得する。 

□ 

位置情報 調査地点を代表する 

緯度経度 

・ 測地系は世界測地系 WGS84 を用いる。 

・ データは 10 進法、ddd.dddd 形式で記録する。 

□ 

定点撮影地点の 

緯度経度 

・ 測地系は世界測地系 WGS84 を用いる。 

・ データは 10 進法、ddd.dddd 形式で記録する。 

□ 

状況記録 調査地周辺の概況 ・ 湖岸部の浸食、ヨシ帯の衰退、護岸状況や底質の

変化等、魚類相の変化に影響を及ぼす可能性の

ある要因等について、可能な範囲で記録する。 

・ 可能であれば、聞き取り調査を実施する。 

□ 

間接的に影響を与えうる

要因等 

・ 必要に応じて周囲を観察し、気付いた点があれば

記録する。 

・ 気象等の留意すべきイベントがあれば記録する。 

□ 

調査対象以外の生物の

確認情報 

・ 甲殻類、貝類、水生植物等の状況をわかる範囲で

記録する。 

□ 
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湿重量の算出・推定方法 

方法 1：種毎にソーティングして各種の湿重量を実測する。この方法がもっとも基本である。 
方法 2：採集個体数が多い場合、全重量を計量した後、サブサンプルを無作為に得てから種毎

にソーティングし、各種の湿重量を実測する。その後、全重量とサブサンプルの重量比

から各種の湿重量を推定する。サブサンプルに含まれないレア種についても可能な限り

算出・推定する。 
方法 3：重量の測定が困難である場合、体長－湿重量の回帰式が利用できる種については、体

長から各種の湿重量を推定することも可能である。体長は、全個体の証拠写真の画像を

用いて画像処理ソフト上で計測することが可能であるため、写真を撮影しておけばいつ

でも推定できる。引用可能な回帰式がなく実測データが必要な魚種については、初年度

調査の際に、各個体の体長と湿重量を 10 個体程度（可能な限り最大・最小を含む）測

定し、回帰式を作成するとよい。 
 

【推定の例】FishBase（http://www.fishbase.org/search.php）の体サイズ－重量関係式を用いて推定 
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V. 標本の作製 

1）作製方針 

淡水魚類調査では、捕獲した魚種の証拠標本として、1 サイトにつき 1 種 1 個体以上の標本を

作製し、環境省生物多様性センターに収蔵する。初年度調査の際は必ず作製し、それ以降は 10 年

毎に証拠標本を残すことを推奨する。ただし、初記録等の種類が確認された場合はその都度必要

に応じて作製する。標本ラベルはモニタリングサイト 1000 の所定の様式を用い、標本情報は全て

モニタリングサイト 1000 のクレジットで地球規模生物多様性情報機構（Global Biodiversity 
Information Facility: GBIF）に登録する。 

淡水魚類調査では生息魚類の証拠として標本を残すことを目的としているため、ここで指す標

本は、原則として魚体のホルマリン液浸標本である。ただし、体長 50 cm を超えるような大型魚

類のホルマリン液浸標本を作製することは困難であるため、その場合は、魚体の写真と DNA 抽出

が可能な組織のアルコール液浸標本で代替する。 
以下に、本調査で取得する標本の種類と目的を示す。 
 

標本の種類 対象 目的 適用 

ホルマリン 

液浸標本 

魚体 生息の証拠 体長 30 cm 以下の魚種を対象とする。保存の際に

は原則として 70 %エタノールに置換するが、固定は

10 %ホルマリンを用いる。 

アルコール 

液浸標本 

組織 DNA 分析 コイやハクレン等の大型個体のみが確認された場

合、ヒレや筋肉等の組織をエタノールに浸漬して保

存し、魚体の画像と紐付けて保存する。 

画像 

 

魚体 記録 全ての魚種について、可能な限り鰭立てをし、画像

を残すことを推奨する。ただし、魚体のホルマリン液

浸標本が作製できない大型個体については、必ず

写真を撮影し、組織のアルコール液浸標本と紐付け

しておく。 

 
 
【最良の方法】 

右の胸鰭を切除してエタノールで固定し、魚体を鰭立てして左体側を写真撮影し、魚体をホル

マリンで固定する。記録用画像（魚体）、生息の証拠となるホルマリン液浸標本（魚体）、DNA 分

析用サンプルのアルコール液浸標本（右胸鰭）を紐付けして保存する方法が最良である。 
 
 
 
 



湖沼：淡水魚類調査マニュアル 
 

21 
 

2）作製の手順 

① 状態の良い個体を選別 

 

↓ 

 ④ 鰭が固定されるまで静置し虫ピンを抜く 

 

↓ 

② 発泡スチロール製の板にサンプルを左体

側で置き、虫ピンで鰭を立てる 

 

↓ 

 ⑤ 水を張ったガラスケース内に入れて写真

を撮影 

 

↓ 

③ 鰭全体にホルマリンを筆で塗る 

 

 ⑥ パッキング・10 %ホルマリン溶液で固定 

 

 
 

【ホルマリン液浸標本の作製方法】 

 標本作製方法（国立科学博物館） 
http://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/uodas/collection/how_to_make/index.html 
 

 魚類標本の作製と管理マニュアル（鹿児島大学総合研究博物館） 
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/staff/motomura/FishCollectionManual-L.pdf 
 

 魚類標本作製マニュアル（徳島県立博物館） 
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/sato/MyOfficialSite/specimens.pdf 
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【参考：標本写真撮影方法】 

固定せずに生かしたままの状態で魚体の写真を美しく撮影する方法も開発されている。 
 
鹿野 雄一, 中島 淳 (2014) 小-中型淡水魚における非殺傷的かつ簡易な魚体撮影法. 魚類学雑

誌 61: 123-125 
 

3）標本情報とラベル 

 博物館等の標本収蔵庫で一般に採用される標本ラベル情報を用いる。下表の項目を標本情

報とし、記入したラベルを標本に付与する。 
 備考欄には、標本化により失われる色彩や形態、調査方法、法的事項との抵触、その他調

査者がラベル上に残したい情報等を簡潔に記述する。 
 ラベルフォーマットは統一的なデザイン（下図）を用いる。 

 
表. 標本情報 

項目 備考 

① 標本番号 生物多様性センター標本庫での整理番号 

② 科名 学名を併記 

③ 和名 アルファベット表記を併記 

④ 学名 命名者まで記入することが望ましい 

⑤ 採集地名 英語表記を併記 

⑥ 緯度・経度 世界測地系（WGS84）の位置情報を 10 進法で表記 

⑦ 標高 情報があれば記入（任意） 

⑧ 備考 水深等の環境情報、色彩、調査方法等を記入（任意） 

⑨ 採集者・日付 英語表記を併記 

⑩ 仮番号 採集者番号等の仮番号があれば記入（任意） 

⑪ 同定者・日付 英語表記を併記 
 
※ 標本番号：“調査年度+生態系コード+サイトコード+調査名コード+アンダーバー+3 桁連番” 

  生態系コード：LK（湖沼;Lake）、調査名コード：FF（淡水魚類;Freshwater Fishes） 

 

 
図. 標本ラベル（例）  
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VI. その他 

1）文献調査等 

本調査では、原則として各サイトで 5 年に一度調査を実施し、長期的にモニタリングを実施す

る。しかし魚類に関する情報は各県の内水面水産試験場や環境研究所、地元の市民団体等が独自

に調査を実施し報告書等を公開している場合がある。そこで、調査が一巡する間に当該サイトの

調査実施状況を調べるとともに、可能であればそれらの調査データを収集しておくとよい。収集

データと本事業で取得される調査データを合わせて、魚類相を把握することが望ましい。 
 
 

2）環境 DNA 分析用の湖水サンプル 

本調査では、主に定置網を用いた方法により淡水魚類のモニタリングを実施しているが、近年、

魚体表面の粘液や糞等と共に水中に放出された DNA（環境 DNA）を分析することで、そこに生

息する魚種を判定する技術が開発されている。この方法を用いれば、多大な労力と費用をかけな

ければ確認できなかった淡水魚類相を、大きな労力と時間をかけずに長期間かつ広範囲に調べる

ことが可能となる。 
環境 DNA による生物相調査の利点は、調査者の能力によって結果が異なるというような人為

的影響をおさえることができ、少量の水（数リットル以下）を汲んで濾過するだけで分析に供す

ることができる点等が挙げられる。 
現状では様々な課題があるものの、今後、生物モニタリングの効率化や簡略化に変革をもたら

す技術であるため、分析用サンプルを蓄積しておくことの利点は大きい。 
 
 
環境 DNA 調査（環境省生物多様性センターウェブページ） 

http://www.biodic.go.jp/edna/edna_top.html 
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3）新型コロナウイルス感染症への対応方針（2020 年 4 月時点） 

現在、国内において新型コロナウイルス感染症の感染拡大が見られており、外出自粛の要請等、

接触機会の低減を実施することで感染拡大の速度を可能な限り抑制する措置がとられている。 
こうした状況を鑑み、本調査については継続的なデータの取得が望ましいものの、調査者の安

全の確保及び感染症のまん延防止等の観点から、以下の方針で調査の中止も含めて慎重に対応さ

れたい。 
 
【対応方針】 

○ 感染を拡大させるリスクが高いと考えられている、①密閉空間（換気の悪い密閉空間で

ある）、②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届

く距離での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「３密」という。）を避けら

れない場合は、調査の中止を検討する。 
○ 調査を実施する場合には、以下の点を遵守する。 
・ マスクの着用、こまめな手洗い・消毒を実施する 
・ 感染リスクが高い地域を経由せず、できるだけ自動車などを使用して移動する。自動車

で移動する場合には交通事故等を起こさないよう留意する。 
・ 風邪症状や体調不良の調査者がいる場合は、当該調査者の参加を避ける、若しくは調査

を取りやめる。また、感染による肺炎等を発症するリスクの高い調査員は参加を避ける。 
・ 必要最小限の人数で実施する。 
 
＜調査の中止に関する考え方の例＞ 
① 調査地における感染リスクが高い場合 
・ 調査地が人の密集する場所である場合 
・ 調査人数が多い場合 
・ 宿泊場所、休憩・作業場所が「３密」となる場合 
・ 外出自粛が要請されている地域である場合 

（離島など十分な安全確保ができる場合を除く） 
 
② 調査地までの移動手段における感染リスクが高い場合 
・ 乗車率の高い公共交通機関しか使えない場合 
・ 自動車での移動であるが乗車人数が多い場合（定員上限での乗車など） 
 
③ 調査者の居住地・勤務先の状況で調査が困難な場合 
・ 調査者が外出自粛地域に居住している場合 
・ 勤務先等から出張等が禁止されている場合 
 
④ 必要な調査員の人数が確保できない場合 
 
⑤ 調査に必要となる船、道具や施設が確保できない場合 
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VII. 参考情報 

1）データ記入シート 

サイト名  

サイト代表者（所属）  

調査者（所属）  

調査日  

調査時間  

調査方法  

努力量  

環境情報 
水温： 

電気伝導度： 

位置情報 緯度：                    経度： 

種名 個体数 
総湿重量 

（g） 

最大体長 

（mm） 

最小体長 

（mm） 
標本の有無 備考 

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  

     あり・なし  
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2）文献等 

細谷 和海 [編・監修] (2019) 増補改訂 日本の淡水魚. 山と渓谷社, 東京 
 
加納 光樹, 碓井 星二, 川島 裕太, 横井 謙一 (2017) 富栄養湖のヨシ帯における魚類相のモニタ

リング方法の比較. 魚類学雑誌, 64:1-10 
 
水野 信彦, 後藤 晃 (1987) 日本の淡水魚類. その分布, 変異, 種分化をめぐって. 東海大学出版

会, 東京 
 
中坊 徹次 [編] (2013) 日本産魚類検索全種の同定 第 3 版. 東海大学出版会, 秦野 
 
 

3）URL 情報 

 モニタリングサイト 1000 ウェブサイト 
http://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html 
 

 モニタリングサイト 1000 陸水域調査（湖沼・湿原） 調査報告書 
http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/index.html 

 

 モニタリングサイト 1000 陸水域調査（湖沼・湿原） 速報 
http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/newsflash/index.html 
 

 いきものログ 生物情報 収集・提供システム 
http://ikilog.biodic.go.jp/ 

 

 日本魚類学会自然保護委員会 
http://www.fish-isj.jp/iin/nature/index.html 

 

 河川環境データベース（河川水辺の国勢調査） 
http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/ 

 

 地球規模生物多様性情報機構（Global Biodiversity Information Facility: GBIF） 
http://www.gbif.org/ 

 

 地球規模生物多様性情報機構日本ノード（Japan Node of GBIF: JBIF） 
http://www.gbif.jp/ 

 

 GEMS/Water ナショナルセンター 
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（Global Environmental Monitoring System/Water Program） 
http://db.cger.nies.go.jp/gem/inter/GEMS/gems_jnet/index_j.html 

 

 Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON) 
http://www.gleon.org/ 

 

 世界湖沼データベース（World Lake Database） 
http://wldb.ilec.or.jp/ 
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